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（６）上記以外の児童館・児童センターについて                            

令和２年度末で供用廃止となった児童館・児童センターのうち、旧横倉児童館、

旧藤尾荒町児童館、旧桜児童センター、旧北郷児童センターについては、利活用の

方向性が既に決定していることから、検討対象施設としては除外しています。 

 

施 設 名 利活用 

旧横倉児童館 

令和３年度より、教育総務課の行政財産（公用施設）とし

て、「子どもの心のケアハウス（Ｃｏｃｏはうすかくだ）」

として活用。 

旧藤尾荒町児童館 
建物・敷地ともに、総務課の普通財産となっており、藤尾

４区行政区が引き続き、藤尾４区集会所として活用。 

旧桜児童センター 

建物・敷地ともに、まちづくり政策課の行政財産となって

おり、令和４年４月に向け、桜自治センターとして活用す

るため、移転準備を進めている（旧桜自治センターは付帯

施設として活用予定）。 

旧北郷児童センター 

建物・敷地ともに、まちづくり政策課の行政財産となって

おり、令和４年４月に向け、北郷自治センターとして活用

するため、移転準備を進めている。 
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